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１【提出理由】

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２【報告内容】

(１)当該事象の発生年月日

平成28年４月15日

 

(２)当該事象の内容

当社と同一の退職金制度を有する国内連結子会社９社（以下、「当該子会社」といいます。）については、従

来、企業規模が小規模である等の理由により、簡便法のうち「退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法」を適用してまいりましたが、当該子会社の従業員の中期的な年齢構成等の変化や昨今の金利低下の

継続傾向等の要因に照らした場合、原則法により算出される退職給付債務額との差異が顕著に認められるに至り、

「親会社の原則法に基づき計算した退職給付債務の額と自己都合要支給額との比（比較指数）を求め期末時点の自

己都合要支給額に当該比較指数を乗じて算出した金額を退職給付債務とする方法」を適用すべき状況に至ったと判

断し、平成28年３月期より変更することといたしました。

 

(３)当該事象の連結損益に与える影響額

平成28年３月期の連結決算において、見積り方法の変更に伴う退職給付債務の増加見込額582百万円を特別損失

として計上する予定であります。

以 上
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